
永年勤続従業員表彰式のご案内
南魚沼商工会の福利厚生事業として、永年勤続従業員表彰式を実施します。
下記の表彰条件に該当する従業員がいらっしゃいましたら、ぜひご推薦ください。
※詳細と申込については別紙をご覧ください。
  
　１．表彰年数
   　　　南魚沼商工会長表彰・・・・・・ 勤続年数10年以上～20年未満
             新潟県商工会連合会長表彰・・・ 勤続年数20年以上～30年未満
             全国商工会連合会長表彰・・・・ 勤続年数30年以上
 
　２．表彰式
                ＊日時 ： 令和７年１１月７日（金）17：30～
                ＊会場 ： 旬彩の庄　坂戸城　

段落テキスト

  南魚沼商工会では、会員事業所の従業員等の人材育成のため、実践的かつ体系的な研
修の受講を助成する事業を行っています。
  要領をご参照の上、この機会にぜひご活用ください。

　◆助成対象者・・・商工会会員事業所の事業主または従業員
　◆対象研修機関・・中小企業大学校、南魚沼職業能力開発協会（魚沼サンティック）
　　　　　　　　　　魚沼テクノスクール、その他市長が認める研修機関
　◆助成金額・・・・受講料の1/2以内　受講生1人1回あたり3万円を上限とする
　　　　　　　　　　※当該年度内1事業所につき3人まで
＜申込の流れ＞
　①受講する研修の開始日までに申請書を商工会までに提出
　②商工会で審査、結果を申請者に通知
　③申請者は研修会等の終了1カ月以内に必要書類を添付して実績報告書を提出
　④実績報告書確認後、申請者へ助成金を交付
    各種申請用紙は右下のQRコードがダウンロードをお願いします。

  

中小企業人材育成事業研修助成金について
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ブリッジ

南魚沼商工会
[登録番号：T6110005017205]
本 　   所　南魚沼市六日町76-4
塩沢支所　南魚沼市塩沢1112-32
大和支所　南魚沼市浦佐478-5※ブリッジとは…商工業者への橋渡しを意味します。

昨年の表彰式の様子

お気軽に商工会までお問い合わせください！
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南魚沼市WEB企業ガイド掲載企業募集！
　南魚沼市のウェブサイトでは、市内企業を紹介する【WEB企業ガイド】を掲載しています。
　採用予定のある企業はもちろん、現在採用予定のない企業も、南魚沼市での就職を希望する
人へ企業の魅力を発信する場としてぜひご活用ください！
　掲載料は必要ありません。掲載希望の方は下のQRコードからご確認ください。
＜お問い合わせ先＞
　南魚沼市商工観光課　☎025-773-6665

新潟県最低賃金改定について
　新潟県最低賃金審議会において答申がまとめられ、このまま手続きが進むと10月か
ら「時間給1,050円」（現在の最低賃金985円から65円引き上げ）となる見込みです。
　最低賃金は月給や日給制など全ての給与形態に適用されます。月給制であっても時間
給に割り返した時に最低賃金を下回らないよう、新規従業員だけでなく既存従業員に対
しても確認を行ってください。

●業務改善助成金
　業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き
　上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった
　費用の一部を助成する制度です。

～賃上げ支援助成金を活用してみませんか～

＜活用例＞
（建設業）軽貨物車・工事用電動工具・工具用バッテリー
　導入前：業務用車両や工具をリースしていた
　導入後：リース品の受け渡し時間がなくなり作業時間が 
                 最大50％削減。
（飲食店）スチームコンベクション・冷凍粉砕調理器
　導入前：手作業の工程が多く仕込に時間を要していた
　導入後：仕込工程に係る時間が80％短縮、短縮した時間
　　　　　で人材育成を行うことができた。

●問合せ先                                       
　業務改善助成金コールセンター     
　電話番号：0120-366-440               

＜賃金引き上げ時の注意点＞
最低賃金改定に合わせて事業場内最低賃金を引き上げる
場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
※賃金引き上げのタイミングは交付申請後（申請書を労
働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に
到達した後）から事業完了日までの間
 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等
に定めていただく必要があります。


